
労働基準法 第9章

［第9 章］就業規則

■解説

0本章の構成と内容

(1)就業規則の実際
それが果たす現実の機能に着目すると、就業規

則は「使用者が作成する職場のル ー ル ・ プック」と

説明できる。 このル ー ル ・ プック（文書）に記載さ
れる内容の実際は、労働者が最も関心を寄せる賃
金や労働時間にとどまらず、労働生活にかかわる

ありとあらゆる場面•多種多様な事柄に及んでい
る（菅野196 頁、 山川312頁以下等。 使用者の事業規模が
大きくなるにつれ、 その内容の詳細さ ・ 容最が増すはず

である）。
それらは、およそ労働契約関係が成立し終了す

るまでの間に、(a)労使にとっで必須の、そうまで
いえないにしても、(b)不明であれば当該両者間
で争いになることが十分に予想される、あるいは、

(c)書面化されることで当該契約関係のより円滑
で良好な展開が期待される諸事項、と捉えられよ
う。 やや古い調査ではあれ、従業員規模を問わず、
およそ 9割以上の企業が就業規則を用いて労働条
件を整備する実態が指摘されている（労慟政策研
究・研修機構「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する
実態調査」(20 0 5) 7頁。 年度はじめに一 括して多数の新

規学卒者を採用するわが国の労働慣行とも相まって、 労
働者の個別事情を捨象し労働条件を定型的・画 ー 的に処
理できる就業規則の存在・機能は、 人事管理上、 使用者
の便宜に資するためと推測される）。

労基法は現在、かかる就業規則に関し、訓示的

な就業規則遵守義務を労使双方に（労基2 ②)、ま
た、特 定の方法に基づく労働者への周知義務（労
基1 06① 、 労基則52の2)を使用者へ課すとともに、
本章（第9章）において、その作成段階•実体・効力
を規制する。 それらは、(a)労働者と使用者とが個
別に労働条件の詳細を定め、それを書面化すると
いう欧米におけるような慣行（例えば、 西谷敏•ゆと
り社会の条件(1992、 労働旬報社）58頁以下）がわが国
では歴史的に形成されにくかったことや（山川32
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頁）、(b)法制上、労働契約は諾成契約として十分
に成立する（民623、 労契6 )、いいかえれば、 口約
束で存在しうるだけに、当該契約に基づき決せら

れたはずの労働条件が、特に労働者にとって明確
に把握されにくいこと、さらには、(c)口約束とは
異なり就業規則で労働条件の内容が明示されたと
しても、国家による規制がなければ、使用者が自
らに有利な内容を網羅して作成した就業規則が、
（実際にはなかなか使用者にNoとはいいにくい）労働者
の同意を取り付けた段階で、契約自由原則の名の
下にその内容が全面的に労働条件として適用され、
労働者に過酷な内容を強制しかねないこと等が考
慮されているのであろう（労基局（下）873 頁）。
(2)本章における規制内容の概略

以下に見るように、89条·90条が就業規則の作
成段階、89条·91条が当該内容（実体）、92条・旧93
条（同条は、 労契法の制定施行に伴い削除され、 それと
全く同じ文言が同法12条に置かれる）がその法的効力
について規定する。

（ア）作成段階
89条は、就業規則作成義務者たる使用者の要件

を設定し、90条1項は、いわゆる「事業場におけ
る過半数労働者代表」をその作成過程に関与させ、
就業規則案に対する当該労働者代表の意見を聴取
する使用者の義務（意見聴取義務）を規定する。 さ

らに、労基法は、同代表の関与を経た就業規則を
行政官庁（具体的には、 所轄労働基準監督署長〔労基則
49①〕）に届け出ること（届出義務〔労基89〕）、および、
当該意見が記された文書をその届出の際に合わせ
て提出すること（意見書添付義務（労基9 0 ②〕）をも使

用者に課す。
他方、所轄労働基準監督署長は、 届けられた就

業規則に92条l項違反が認められる際（後述（ウ）の
解説参照）、それを改善する変更命令の発出権限を
有している（労基92②、 労基則50)。

（イ）内容（実体）に対する規制
89条は、作成義務を負う使用者が就業規則に記

載すべき諸事項を、(a)必ず記載されなければなら
ない事項（絶対的必要記載事項）と (b)使用者が事業

場で労働条件として制度化することを望む事項




























